
資料３－１ 大臣認定の対象とすべき安全装置等の考え方について

評価の方法

高度な検証を
必要とするもの

画一的な審査が
可能なもの

大臣認定 告示制定
改正

重大事故を防ぐための
最終的な安全装置等

左記以外のもの

現行の性能告示

性能基準及び
その検証方法を

規定

仕様を創設的に
規定

JISを引用して規定

安全装置等

※当面は現行の枠組み
を踏襲する

【検討項目①】

【検討項目②】

※ただし、現時点では
JISが未制定
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